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政
府
は
七
月
一
日
か
ら
一
部
の
者

を
対
象
に
、
公
的
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
を
六
五
歳
か
ら
六
三
歳
に
引
き

下
げ
た
。
実
施
に
伴
う
追
加
費
用
は
、

二
〇
三
〇
年
ま
で
の
累
計
で
約
一
六

〇
〇
億
ユ
ー
ロ
に
上
る
見
込
み
。

　

少
子
高
齢
化
な
ど
を
背
景
に
先
進

各
国
が
支
給
開
始
年
齢
を
引
き
上
げ

る
中
で
、
一
部
と
は
言
え
、「
引
き
下

げ
」
を
行
っ
た
ド
イ
ツ
の
決
断
に
内

外
で
波
紋
が
広
が
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
七
年
か
ら
の
方
針
転
換

　

メ
ル
ケ
ル
政
権
は
二
〇
〇
七
年
、

制
度
の
安
定
化
を
図
る
た
め
、
年
金

支
給
開
始
年
齢
を
六
五
歳
か
ら
六
七

歳
へ
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
決
定
を

し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
労
働
組

合
や
左
派
党
（
Ｄ
ｉ
ｅ　

Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ

ｅ
）
な
ど
が
強
く
反
発
し
続
け
、
昨

年
の
総
選
挙
で
も
争
点
の
一
つ
と

な
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
年
金
の

見
直
し
を
公
約
に
掲
げ
た
連
立
相
手

の
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
か
ら
の

圧
力
も
あ
り
、
数
カ
月
に
及
ぶ
調
整

の
末
、
メ
ル
ケ
ル
政
権
は
支
給
開
始

年
齢
の
一
部
引
き
下
げ
を
決
め
た
。

　

決
定
に
際
し
て
は
、
四
六
年
ぶ
り

に
国
債
発
行
を
停
止
す
る
な
ど
の
好

調
な
国
家
財
政
状
況
も
追
い
風
に

な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

年
金
改
革
の
主
な
内
容

　

今
回
の
年
金
改
革
で
は
、
支
給
開

始
年
齢
の
引
き
下
げ
の
ほ
か
、
母
親

年
金
や
病
気
退
職
時
の
年
金
増
額
な

ど
も
同
時
に
実
施
さ
れ
た
。

（
１
）
六
五
歳
か
ら
六
三
歳
へ

　

支
給
開
始
年
齢
の
引
き
下
げ
対
象

は
、
一
九
五
二
年
以
前
生
ま
れ
で
、

か
つ
四
五
年
以
上
保
険
料
を
支
払
っ

た
こ
と
を
証
明
で
き
る
者
で
あ
る
。

該
当
者
は
約
九
〇
万
人
と
見
込
ま
れ
、

七
月
一
日
か
ら
六
三
歳
で
満
額
の
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
介

護
や
育
児
等
に
よ
り
保
険
料
納
付
の

中
断
が
あ
る
場
合
も
継
続
し
て
支

払
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
な
お
、
一

九
五
三
年
生
ま
れ
か
ら
、
年
ご
と
に

支
給
開
始
年
齢
が
二
カ
月
ず
つ
遅
く

な
る
た
め
、
一
九
六
四
年
生
ま
れ
の

人
か
ら
六
五
歳
支
給
開
始
と
な
る
。

（
２
）
母
親
年
金
の
増
額

　

一
九
九
二
年
よ
り
前
に
子
を
生
ん

だ
母
親（
お
よ
び
父
親
）に
対
す
る
支

給
月
額
が
、
子
ど
も
一
人
当
た
り
西

部
で
二
八
・
六
一
ユ
ー
ロ
、
東
部
で

二
六
・
三
九
ユ
ー
ロ
、
増
額
さ
れ
た
。

一
九
九
二
年
よ
り
前
に
は
働
き
な
が

ら
育
児
で
き
る
環
境
が
整
っ
て
お
ら

ず
、
一
九
九
二
年
以
降
に
子
を
生
ん

だ
者
と
の
格
差
を
是
正
す
る
目
的
で

実
施
さ
れ
た
。
政
府
は
約
九
五
〇
万

人
が
該
当
す
る
と
見
込
ん
で
い
る
。

（
３
）
病
気
退
職
時
の
年
金
増
額

　

病
気
等
に
よ
っ
て
労
働
者
が
働
け

な
く
な
り
、
早
期
退
職
し
た
り
、
限

定
的
に
し
か
働
け
な
く
な
っ
た
場
合

に
国
が
支
給
す
る
稼
得
能
力
低
下
年

金
が
平
均
で
月
額
四
五
ユ
ー
ロ
増
額

さ
れ
た
。

保
険
料
率
、
今
後
さ
ら
に
上
昇

　

以
上
の
措
置
を
実
施
す
る
た
め
、

政
府
は
昨
年
一
二
月
、
二
〇
一
四
年

の
年
金
保
険
料
率
（
労
使
折
半
）
を

一
八
・
九
％
に
据
え
置
く
法
案
を
連

邦
議
会
に
提
出
し
た
（
法
改
正
が
な

け
れ
ば
一
八
・
三
％
に
下
が
る
予
定

で
あ
っ
た
）。
現
在
審
議
中
だ
が
、

可
決
さ
れ
れ
ば
今
年
一
月
一
日
か
ら

遡
っ
て
施
行
さ
れ
る
。
ま
た
、
保
険

料
は
今
後
長
期
的
に
上
が
る
見
通
し

で
、
二
〇
一
九
年
に
一
九
・
七
％
、

二
〇
二
五
年
に
二
〇
・
八
％
、
二
〇

三
〇
年
に
は
最
大
二
二
％
ま
で
上
昇

す
る
。
さ
ら
に
国
庫
か
ら
支
出
さ
れ

る
連
邦
補
助
金
も
二
〇
一
九
年
か
ら

引
き
上
げ
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
今
回
の
年
金
改
革
は
順
調

な
経
済
成
長
を
前
提
と
し
て
い
る
た

め
、
少
子
高
齢
化
が
さ
ら
に
加
速
し

て
経
済
成
長
が
予
想
を
下
回
っ
た
場

合
、
労
使
と
国
の
負
担
が
今
後
さ
ら

に
膨
ら
む
可
能
性
も
あ
る
。

労
組
は
歓
迎
、
野
党
・
使
用
者

は
反
発
、
国
外
で
も
懸
念
の
声

　

改
革
に
つ
い
て
、
ア
ン
ド
レ
ア
・

海
外
労
働
事
情

ド
イ
ツ
①

年
金
支
給
開
始
年
齢
を
六
五
歳
か
ら 

六
三
歳
へ
一
部
引
き
下
げ

ド
イ
ツ
②

「
社
会
保
障
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
の
歯
止
め

と
な
る
か-

Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
法
務
官
意
見
書

ナ
ー
レ
ス
労
働
社
会
相
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）

は
、「
長
年
働
い
た
人
が
安
心
で
き
る

明
確
な
シ
グ
ナ
ル
を
発
信
す
べ
き
で

あ
り
、
改
革
は
公
平
で
必
要
な
も
の

だ
」
と
評
価
し
、
労
働
組
合
も
こ
れ

に
賛
同
の
意
を
表
し
て
い
る
。

　

一
方
で
野
党
は
、「
財
源
確
保
の
見

通
し
が
甘
く
、
改
革
は
貧
困
に
苦
し

む
年
金
受
給
者
の
問
題
を
解
決
し
な

い
」
と
し
て
反
発
し
て
い
る
。
使
用

者
団
体
も
「
未
来
の
世
代
へ
の
負
担

を
増
や
し
、
改
革
に
よ
っ
て
発
生
す

る
追
加
費
用
の
約
一
六
〇
〇
億
ユ
ー

ロ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
年
金
保
険
加

入
者
（
労
使
）
と
納
税
者
が
負
担
す

る
こ
と
に
な
る
。さ
ら
に
、本
来
も
っ

と
長
く
働
け
る
は
ず
の
技
能
労
働
者

が
六
三
歳
で
多
く
退
職
す
れ
ば
、
技

能
不
足
に
苦
し
む
企
業
も
出
て
く

る
」
と
し
て
強
く
反
発
し
て
い
る
。

　

国
外
で
も
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

数
年
前
の
金
融
危
機
時
に
ド
イ
ツ
は
、

債
務
リ
ス
ク
が
高
い
一
部
の
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
に
対
し
て
緊
縮
財
政
を
求
め
、

強
硬
に
年
金
支
給
開
始
年
齢
を
引
き

上
げ
さ
せ
た
経
緯
か
ら
、「
言
動
が
矛

盾
し
て
い
る
」
と
い
う
非
難
の
声
も

あ
る
。
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ブ
レ
イ
ク
英

国
年
金
協
会
会
長
兼
カ
ー
ス
・
ビ
ジ

ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
授
は
メ
デ
ィ
ア
に

対
し
、「
公
的
年
金
制
度
と
い
う
の
は

各
国
固
有
の
決
定
事
項
で
あ
る
が
、

平
均
寿
命
や
人
口
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を

前
提
に
合
理
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ

る
。
一
部
と
は
い
え
、
年
金
支
給
開

始
年
齢
を
六
三
歳
に
引
き
下
げ
る
の

は
社
会
的
に
無
責
任
な
行
為
だ
」
と

述
べ
、
同
様
の
動
き
が
他
国
へ
も
波

及
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。

【
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考
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(26.05.2014).
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elle (23.05.2014, 24.04. 
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欧
州
司
法
裁
判
所
（
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
）

の
メ
ル
キ
オ
ー
ル
・
ワ
ト
レ
法
務
官

は
五
月
二
〇
日
、「
一
定
の
条
件
下
で
、

ド
イ
ツ
は
Ｅ
Ｕ
出
身
の
移
住
者
に
対

す
る
社
会
保
障
給
付
を
拒
否
で
き

る
」
と
い
う
意
見
書
を
提
出
し
た
。

近
年
、
移
住
が
急
増
す
る
ド
イ
ツ
で

は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
か
ら
社
会
保
障
給
付

を
目
的
に
移
住
す
る
「
社
会
保
障

ツ
ー
リ
ズ
ム（S

ozialtourism
us

）」

へ
の
懸
念
が
強
ま
っ
て
お
り
、
今
後

の
判
決
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

支
払
い
拒
否
は
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
せ
ず

　

Ｅ
Ｕ
の
最
高
裁
判
所
で
あ
る
欧
州

司
法
裁
判
所
（
Ｅ
ｕ
Ｇ
Ｈ
）
に
は
、

各
加
盟
国
か
ら
一
人
ず
つ
選
出
さ
れ

た
裁
判
官
の
ほ
か
、
八
人
の
法
務
官
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が
い
る
。
法
務
官
の
任
務
は
、
裁
判

所
を
補
佐
し
、
事
案
に
つ
い
て
公
平

か
つ
独
立
の
立
場
か
ら
、
理
由
を
付

し
た
意
見
を
公
判
に
提
出
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　

今
回
の
意
見
書
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
市
に
移
住
し
た
ル
ー
マ
ニ
ア
国
籍

の
母
子
（
子
は
ド
イ
ツ
生
ま
れ
）
に

対
し
て
、
同
市
の
ジ
ョ
ブ
セ
ン
タ
ー

が
社
会
保
障（
１
）の
給
付
を
拒
否
し

た
事
案
を
め
ぐ
る
も
の
。
母
親
は
、

月
額
一
八
四
ユ
ー
ロ
の
児
童
手
当
て

と
、
一
人
親
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る

追
加
手
当
（
月
額
一
三
三
ユ
ー
ロ
）

を
受
け
取
っ
て
い
た
が
、
そ
の
他
の

給
付
は
拒
否
さ
れ
た
。

　

ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
は
、
社
会
保

険
料
の
納
付
が
な
く
て
も
就
労
可
能

性
や
要
扶
助
性
等
が
存
す
る
限
り
、

原
則
と
し
て
地
域
の
窓
口
に
受
給
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

現
行
法
で
は
、
ド
イ
ツ
に
移
住
し
て

か
ら
職
を
探
し
た
り
、
あ
る
い
は
社

会
保
障
給
付
が
目
的
と
判
断
さ
れ
る

Ｅ
Ｕ
市
民
に
は
原
則
と
し
て
受
給
権

を
認
め
な
い
と
い
う
「
排
除
条
項
」

を
設
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
ド
イ
ツ

人
と
Ｅ
Ｕ
出
身
者
を
異
別
に
取
り
扱

う
「
排
除
条
項
」
が
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触

す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
て
い
た
。

　

意
見
書
に
お
い
て
ワ
ト
レ
法
務
官

は
、
原
告
に
対
し
、「
Ｅ
Ｕ
法（
２
）は
、

三
カ
月
を
超
え
て
移
住
先
に
滞
在
す

る
場
合
、
域
内
市
民
と
そ
の
家
族
は
、

そ
の
国
の
社
会
保
障
制
度
の
負
担
と

な
ら
な
い
よ
う
、
生
計
を
立
て
る
の

に
十
分
な
資
金
を
保
有
す
る
必
要
が

あ
る
」と
し
て
ド
イ
ツ
の「
排
除
条
項
」

が
Ｅ
Ｕ
法
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ

と
を
認
め
た
。
さ
ら
に
、「
ル
ー
マ
ニ

ア
国
籍
の
母
子
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ

の
親
族（
住
居
・
食
費
を
負
担
）
の
家

で
暮
ら
し
て
い
る
が
、
母
親
は
専
門

資
格
を
一
切
保
有
し
て
お
ら
ず
、
こ

れ
ま
で
の
と
こ
ろ
ド
イ
ツ
お
よ
び

ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
い
て
専
門
資
格
を

取
得
し
よ
う
と
し
た
形
跡
も
な
い
。

明
ら
か
に
ド
イ
ツ
へ
は
職
を
求
め
て

入
国
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
職
を
探

し
た
形
跡
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場

合
、
不
適
切
な
社
会
保
障
の
支
出
を

避
け
る
た
め
に
受
け
入
れ
国
が
給
付

を
拒
否
す
る
こ
と
を
Ｅ
Ｕ
法
は
妨
げ

な
い
」と
し
た
。そ
し
て
最
後
に
、「
た

だ
し
、
社
会
保
障
の
給
付
は
、
排
除

条
項
に
従
っ
て
自
動
的
に
拒

否
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
申
請
者
と
同
国
と
の

関

係

性
（tatsächliche 

V
erbindung

）
や
給
付
の

濫
用
に
該
当
す
る
か
否
か
も

含
め
、
個
別
の
判
断
が
必
要

だ
」
と
追
記
し
て
い
る
。

　

欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
法

務
官
の
意
見
書
に
は
拘
束
さ

れ
な
い
が
、
一
般
的
に
事
案

の
約
八
割
に
お
い
て
意
見
書

に
従
っ
た
判
決
が
出
る
。
本

件
事
案
に
関
す
る
正
式
な
判

決
は
、
最
短
で
今
年
末
に
出

さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

移
住
者
の
急
増
と
提
訴

の
増
加

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
五
月
二
〇
日

に
発
表
し
た
資
料
に
よ
る
と
、

近
年
、
経
済
と
労
働
市
場
が
好
調
な

ド
イ
ツ
へ
の
移
住
が
急
増
し
て
お
り
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国
中
、
ア
メ
リ
カ
に

次
い
で
二
番
目
に
移
住
が
多
い
国
と

な
っ
た
。
二
〇
一
二
年
に
は
約
四
〇

万
人
が
ド
イ
ツ
へ
移
住
し
、
そ
の
う

ち
四
分
の
三
は
Ｅ
Ｕ
域
内
か
ら
で

あ
っ
た
。
前
回
調
査(

二
〇
〇
九
年)

比
で
約
四
〇
％
増
加
し
て
お
り
、

ト
ー
マ
ス
・
リ
ー
ビ
ヒ
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
専

門
官
は
「
短
期
間
で
こ
の
よ
う
な
急

増
は
稀
だ
。
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
へ
の

移
住
ブ
ー
ム
が
起
き
て
い
る
。
特
に

中
東
欧
、
南
欧
か
ら
の
移
住
が
増
え

て
い
る
」
と
指
摘
（
図
）。
同
専
門

官
は
、
こ
れ
ほ
ど
の
上
昇
幅
で
は
な

い
が
、
今
後
も
ド
イ
ツ
へ
の
移
住
は

増
加
す
る
と
み
て
い
る
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
よ
る
と
、
Ｅ
Ｕ
域
内

か
ら
ド
イ
ツ
へ
移
住
し
た
者
の
大
半

は
職
が
あ
り
、
二
〇
〇
七
年
以
前
の

移
住
者
よ
り
高
い
技
能
を
有
し
て
い

る
。
そ
の
一
方
で
、
比
較
的
寛
容
な

ド
イ
ツ
の
社
会
保
障
制
度
が
、
技
能

や
資
格
を
有
し
な
い
給
付
金
目
的
の

人
た
ち
を
も
惹
き
つ
け
て
い
る
可
能

性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
今
年
一
月
一
日
か

ら
ブ
ル
ガ
リ
ア
お
よ
び
ル
ー
マ
ニ
ア

出
身
者
に
対
す
る
就
労
と
移
動
の
制

限
が
解
除
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
国

内
で
は
「
社
会
保
障
ツ
ー
リ
ズ
ム
」

な
ど
に
よ
る
社
会
保
障
支
出
の
負
担

増
を
警
戒
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
。

前
述
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
社

会
保
障
給
付
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
市
民

に
対
す
る
「
排
除
条
項
」
を
設
け
て

い
る
。
し
か
し
、
域
内
移
住
者
が
増

加
す
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
「
排
除
条

項
」
を
め
ぐ
り
、
全
国
各
地
で
訴
え

が
増
加
し
て
お
り
、
今
回
の
事
案
が

紛
争
解
決
の
先
例
と
な
る
か
、
今
後

の
判
決
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

［
注
］

１　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
低
生
活
保
障
お

よ
び
失
業
保
障
は
、「
求
職
者
に
対
す
る

基
礎
保
障
（
社
会
法
典
第
二
編:

Ｓ
Ｇ
Ｂ

Ⅱ
）」
と
「
社
会
扶
助
（
社
会
法
典
第
一

二
編:

Ｓ
Ｇ
Ｂ
XII
）」
と
い
う
二
つ
の
法

律
の
も
と
で
二
〇
〇
五
年
に
再
編
さ
れ

た
。
Ｓ
Ｇ
Ｂ
Ⅱ
は
、
長
期
失
業
者
や
就

業
能
力
の
あ
る
生
活
保
護
受
給
者
に
就

労
を
促
す
目
的
で
創
設
さ
れ
、
給
付
の

中
心
と
な
る
の
は
失
業
給
付
Ⅱ
（
ハ
ル

ツ
Ⅳ
）
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
ま
ず
Ｓ

Ｇ
Ｂ
Ⅱ
に
よ
る
給
付
が
優
先
さ
れ
、
そ

の
適
用
と
な
ら
な
い
者
が
Ｓ
Ｇ
Ｂ
XII
に

よ
る
社
会
扶
助
給
対
象
と
な
る
。
Ｓ
Ｇ

Ｂ
Ⅱ
も
Ｓ
Ｇ
Ｂ
XII
も
国
籍
を
給
付
要
件

と
し
て
い
な
い
が
、
外
国
人
の
場
合
は
、

Ｓ
Ｇ
Ｂ
Ⅱ
は
就
労
許
可
保
持
者
か
「
稼

得
能
力
者
」
の
み
が
適
用
対
象
と
な
り
、

Ｓ
Ｇ
Ｂ
XII
は
、
そ
れ
以
外
の
者
が
適
用

対
象
と
な
る
。
ワ
ト
レ
法
務
官
の
意
見

書
で
は
、
今
回
の
事
案
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
Ⅱ

と
い
う
よ
り
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｂ
XII
に
お
け
る

排
除
条
項
が
争
点
と
な
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

２　

本
来
、
Ｅ
Ｕ
指
令
（
Ｅ
Ｕ
市
民
と
そ

の
家
族
の
域
内
に
お
け
る
移
動
と
居
住

の
自
由
に
関
す
る
指
令 （D

irective 
2

0
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4
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/E
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f th
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u
ro

p
ean 

Parliam
ent and of the C
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 and 
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（2004/38/EC

））
に
よ
っ
て

原
則
三
カ
月
間
は
滞
在
許
可
を
得
ず
と

も
他
の
加
盟
国
に
移
動
・
居
住
す
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
有
効
な
Ｉ
Ｄ

ま
た
は
パ
ス
ポ
ー
ト
の
保
有
が
条
件
）。

た
だ
し
、
受
入
国
の
社
会
保
障
制
度
の

負
担
と
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
滞

在
が
三
カ
月
を
超
え
る
場
合
は
、
雇
用

者
も
し
く
は
自
営
業
者
で
あ
る
こ
と
や
、

自
ら
の
生
活
を
支
え
る
資
産
が
あ
る
こ

と
な
ど
の
条
件
を
設
け
る
こ
と
を
加
盟

国
に
認
め
て
い
る
。
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失
業
保
険
制
度
は
赤
字
を
年
々
累

積
し
て
お
り
、
二
〇
一
六
年
度
末
に

は
二
八
六
億
ユ
ー
ロ
の
累
積
赤
字
が

見
込
ま
れ
て
い
る
。
財
政
再
建
の
た

め
の
労
使
に
よ
る
制
度
見
直
し
が
二

〇
一
四
年
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て

行
わ
れ
、
三
月
二
二
日
、
合
意
に
達

し
た
。
内
容
は
、
舞
台
芸
術
関
係
者

（
劇
団
員
や
ス
タ
ッ
フ
）
に
適
用
さ

れ
る
特
別
制
度
の
改
正
や
、
解
雇
手

当
の
支
払
い
を
受
け
た
失
業
者
の
失

業
手
当
支
給
開
始
を
遅
ら
せ
る
こ
と
、

失
業
手
当
の
支
給
期
間
延
長
制
度
の

導
入
な
ど
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
改

正
で
は
抜
本
的
な
改
革
は
実
現
さ
れ

な
い
と
の
悲
観
的
な
見
方
も
あ
る
。

ま
た
、
政
府
が
政
令
と
し
て
承
認
す

る
た
め
の
協
議
が
四
月
以
降
に
行
わ

れ
て
い
た
が
、
特
別
制
度
の
改
正
に

つ
い
て
舞
台
芸
術
関
係
の
非
正
規
労

働
者
に
よ
る
抗
議
活
動
が
展
開
さ
れ

た
。
特
別
制
度
改
正
の
見
直
し
が
な

さ
れ
な
い
限
り
は
ス
ト
を
七
月
中
一

カ
月
間
実
施
、
継
続
す
る
予
告
が
Ｃ

Ｇ
Ｔ
（
労
働
総
同
盟
）
か
ら
出
さ
れ
、

夏
の
各
種
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
が
中
止

さ
れ
る
事
態
に
発
展
す
る
可
能
性
も

出
て
き
た
。

財
政
再
建
が
急
務
の
失
業
保
険

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
失
業
保
険
制

度
は
、
政
府
が
保
険
者
と
な
っ
て
設

立
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
労
使

同
数
の
代
表
の
合
意
に
よ
り
定
め
ら

れ
た
協
約
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て

い
る
。
労
使
の
合
意
し
た
協
約
を
政

府
が
承
認
し
、
そ
れ
に
よ
り
失
業
保

険
制
度
に
強
制
力
を
持
た
せ
、
民
間

部
門
の
全
て
の
雇
用
主
と
被
用
者
に

適
用
さ
せ
て
い
る
。

　

失
業
保
険
制
度
の
財
政
は
、
二
〇

〇
九
年
以
降
、
赤
字
が
続
い
て
お
り
、

二
〇
一
三
年
の
単
年
度
赤
字
は
三
八

億
ユ
ー
ロ
、
二
〇
一
四
年
に
は
三
七

億
ユ
ー
ロ
、
二
〇
一
五
年
に
三
六
億

ユ
ー
ロ
で
推
移
す
る
と
予
想
さ
れ
、

累
積
赤
字
は
二
〇
一
三
年
末
時
点
で

一
七
八
億
ユ
ー
ロ
に
達
し
て
い
る
。

こ
の
ま
ま
で
は
、
累
積
赤
字
は
、
二

〇
一
七
年
末
に
三
五
〇
億
～
四
〇
〇

億
ユ
ー
ロ
に
達
す
る
と
予
想
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
厳
し
い
失
業
保
険

財
政
へ
の
対
応
を
、
労
働
組
合
と
経

営
者
団
体
は
一
月
か
ら
協
議
し
て
い

た
。
三
月
二
一
日
か
ら
二
二
日
に
か

け
て
の
交
渉
に
お
い
て
、
使
用
者
団

体
の
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
（
フ
ラ
ン
ス
企
業

運
動
）、
Ｃ
Ｇ
Ｐ
Ｍ
Ｅ
（
中
小
企
業

連
合
会
）、Ｕ
Ｐ
Ａ（
手
工
業
連
合
会
）

の
三
団
体
と
、
労
組
の
う
ち
Ｃ
Ｆ
Ｄ

Ｔ
（
仏
民
主
労
働
総
同
盟
）、
Ｃ
Ｇ

Ｔ-

Ｆ
Ｏ
（
労
働
総
同
盟
労
働
者
の

力
）、
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（
仏
キ
リ
ス
ト
教

労
働
者
同
盟
）
が
合
意
す
る
方
針
を

固
め
て
労
働
協
約
に
調
印
し
た
（
Ｃ

Ｇ
Ｔ
と
Ｃ
Ｆ
Ｅ-

Ｃ
Ｇ
Ｃ
（
管
理
職

総
同
盟
）
は
反
対
し
た
）。
内
容
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

特
別
制
度
の
改
定

　

舞
台
芸
術
の
キ
ャ
ス
ト
や
ス
タ
ッ

フ
な
ど
は
、
就
労
が
間
欠
的
で
あ
る

と
い
う
特
殊
性
が
あ
る
た
め
、
優
遇

さ
れ
た
給
付
条
件
・
給
付
額
の
失
業

保
険
特
別
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い

る
。
失
業
期
間
が
長
期
化
す
る
傾
向

の
あ
る
約
一
一
万
人
を
対
象
と
す
る

制
度
で
あ
る
が
、
失
業
保
険
会
計
全

体
の
赤
字
の
四
分
の
一
を
占
め
る
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
失
業
保
険
特
別

制
度
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
同
制
度
の
失
業
保
険

料
率
が
、
現
行
の
一
〇
・
八
％
か
ら

一
二
・
八
％
（
使
用
者
負
担
分
が
八
・

〇
％
、労
働
者
負
担
分
が
四
・
八
％
）

と
な
る
。
ま
た
、
失
業
前
の
賃
金
や

就
労
時
間
に
応
じ
て
、
給
付
制
限
期

間
が
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ

ら
に
、
賃
金
と
失
業
手
当
額
の
上
限

が
設
定
さ
れ
、
月
額
五
四
七
五
・
七

五
ユ
ー
ロ
と
な
る
。

給
付
制
限
期
間
の
延
長

　

解
雇
時
に
高
額
の
退
職
手
当
や
解

雇
補
償
金
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
失

業
保
険
制
度
の
失
業
手
当
を
受
給
で

き
な
い
給
付
制
限
期
間
が
従
来
の
制

度
で
は
最
長
で
七
五
日
に
設
定
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
期
間
が（
最
長
で
）一

八
〇
日
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
た
だ
し
、
経
済
的
な
理
由
（
経

営
悪
化
）
に
よ
る
解
雇
の
場
合
は
、

そ
の
待
機
期
間
は
現
行
通
り
最
長
で

七
五
日
間
で
あ
る
。
こ
の
待
機
期
間

は
退
職
手
当
や
解
雇
補
償
金
の
金
額

を
九
〇
で
除
し
た
日
数
と
な
る
。
た

と
え
ば
、
そ
の
金
額
が
九
〇
〇
〇

ユ
ー
ロ
の
場
合
は
一
〇
〇
日
間
、
一

万
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
場
合
は
一
六

七
日
間
、
一
万
六
二
〇
〇
ユ
ー
ロ
以

上
の
場
合
は
一
八
〇
日
間
と
な
る
。

と
く
に
、
上
級
管
理
職
の
賃
金
労
働

者
に
高
額
の
手
当
が
支
給
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
そ
の
場
合
失
業
手
当
の

受
給
を
開
始
す
る
ま
で
の
待
機
期
間

が
長
く
な
る
。

最
低
代
替
率
の
引
き
下
げ

　

最
低
所
得
代
替
率
（
失
業
前
の
賃

金
に
対
す
る
失
業
手
当
の
比
率
）
が
、

現
行
の
五
七
・
四
％
か
ら
五
七
・
〇
％

へ
と
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
最
低
代
替
率
は
月
額
二
〇
四
二

ユ
ー
ロ
以
上
の
賃
金
を
得
て
い
た
者

に
対
し
て
適
用
。
こ
の
措
置
に
よ
り
、

現
在
月
額
一
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
失
業

手
当
を
受
給
し
て
い
る
者
の
場
合
、

そ
の
手
当
額
が
月
額
一
一
ユ
ー
ロ
引

き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

高
年
齢
労
働
者
の
強
制
加
入

　

六
五
歳
以
上
の
賃
金
労
働
者
は
、

従
来
の
制
度
で
は
失
業
保
険
制
度
へ

の
加
入
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
た
。

今
回
の
改
正
に
よ
っ
て
、
他
の
賃
金

労
働
者
同
様
に
失
業
保
険
制
度
へ
の

加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
、保
険
料（
使

用
者
負
担
分
が
四
・
〇
％
、
労
働
者

負
担
分
が
二
・
四
％
）
を
拠
出
す
る

こ
と
に
な
る
。

高
年
齢
失
業
者
の
失
業
手
当

支
給
期
間
延
長
制
度
の
変
更

　

失
業
者
が
年
金
支
給
開
始
年
齢
の

六
一
歳
に
達
し
た
も
の
の
、
保
険
拠

出
期
間
が
公
的
年
金
を
満
額
受
給
す

る
た
め
に
必
要
な
期
間
（
現
行
は
、

四
一
・
五
年
）
に
足
り
な
い
場
合
へ

の
対
応
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
拠
出
期

間
を
充
足
す
る
ま
で
、
失
業
手
当
の

支
給
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
年
齢
を
六
二
歳
に
引
き
上
げ
る

こ
と
も
、
今
回
の
合
意
に
盛
り
込
ま

れ
た
。
ち
な
み
に
、
二
〇
一
〇
年
の

公
的
年
金
制
度
改
革
に
よ
っ
て
満
額

受
給
開
始
年
齢
は
段
階
的
に
引
き
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
一
九
五
三
年
生
ま

れ
の
場
合
、
六
一
歳
二
カ
月
、
一
九

五
四
年
生
ま
れ
の
場
合
、
六
一
歳
七

カ
月
、
一
九
五
五
年
生
ま
れ
の
場
合
、

六
二
歳
（
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か

ら
）
と
な
る
。

支
給
期
間
の
延
長
制
度
の
導
入

　

現
行
の
失
業
保
険
制
度
に
お
け
る

失
業
手
当
の
受
給
条
件
は
、
五
〇
歳

未
満
の
失
業
者
の
場
合
、
失
業
前
の

二
八
カ
月
間
に
四
カ
月
以
上
ま
た
は

六
一
〇
時
間
以
上
就
労
し
て
保
険
料

を
拠
出
し
て
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。
支
給
期
間
は
二
年
間
を
上
限
と

し
て
就
労
（
保
険
料
拠
出
）
期
間
と

同
じ
期
間
、
支
給
さ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
就
労
期
間
が
長
け
れ
ば
長
い
ほ

ど
、
失
業
保
険
の
支
給
期
間
が
長
く

な
る
と
い
う
原
則
が
あ
る
。
今
回
の

改
正
で
は
従
来
の
受
給
要
件
を
維
持

す
る
も
の
の
、
失
業
手
当
の
支
給
期

間
内
に
一
つ
ま
た
は
複
数
の
職
で
合

計
一
五
〇
時
間
以
上
（
一
時
）
就
労

し
て
い
た
場
合
は
、
失
業
手
当
の
支

給
期
間
が
終
了
し
た
際
、
失
業
中
の

フ
ラ
ン
ス

失
業
保
険
制
度
の
改
正
に
関
す
る
労
使
合
意

―
舞
台
芸
術
関
係
者
に
よ
る
抗
議
活
動
長
期

化
で
夏
季
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
中
止
可
能
性
も
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（
一
時
あ
る
い
は
部
分
）
就
労
し
て

い
た
期
間
が
、
新
た
な
失
業
手
当
支

給
期
間
と
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た

だ
し
、
こ
の
支
給
期
間
の
延
長
は
、

労
使
合
意
が
発
効
す
る
前
、
二
〇
一

四
年
六
月
三
〇
日
以
前
に
受
給
権
を

得
た
求
職
者
に
も
適
用
さ
れ
る
。

就
労
を
し
な
が
ら
失
業
手
当
を

受
給
す
る
場
合
の
規
則
の
改
定

　

失
業
中
に
（
一
時
）
就
労
を
し
な

が
ら
失
業
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
行
で
は

一
カ
月
間
に
一
一
〇
時
間
を
超
え
な

い
こ
と
と
と
も
に
、
失
業
前
の
賃
金

の
七
〇
％
を
超
え
な
い
こ
と
が
条
件

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
最
長
で
も

一
五
カ
月
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
条
件
が
就
労
意
欲
を
失
わ
せ

る
こ
と
や
、
低
賃
金
の
原
因
に
な
っ

て
い
る
と
の
見
方
が
あ
る
。
今
回
の

改
正
で
は
、
失
業
手
当
支
給
期
間
に

お
け
る
就
労
に
対
し
て
、
そ
の
時
間

や
賃
金
の
制
限
を
原
則
的
に
撤
廃
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
失
業
手

当
の
支
給
額
は
、
勤
労
収
入
が
な
い

場
合
の
失
業
手
当
額
か
ら
就
労
に
よ

る
賃
金
額
（
支
給
総
額
）
の
七
〇
％

と
な
る
。
た
だ
し
、
失
業
手
当
と
賃

金
の
合
計
額
は
、（
失
業
手
当
の
受
給

額
の
算
定
の
元
と
な
っ
た
）
従
前
賃

金
を
上
限
と
す
る
。

　

労
使
合
意
で
は
、
こ
れ
ら
改
正
は

七
月
一
日
か
ら
二
年
間
有
効
と
な
り
、

そ
の
間
で
改
革
が
進
め
ら
れ
る
こ
と

と
さ
れ
た
。

分
か
れ
る
労
組
に
よ
る 

評
価
・
見
解

　

今
回
の
改
正
案
に
同
意
し
た
Ｆ
Ｏ

の
セ
ロ
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ン
ラ
ー
ド
書

記
は
、「
二
五
万
人
～
三
〇
万
人
が
こ

の
改
正
に
よ
っ
て
新
た
に
失
業
保
険

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
使
用
者
団
体
が
主
張
し
た
特
別

制
度
廃
止
に
対
し
て
は
、
非
正
規
労

働
者
の
不
安
定
な
雇
用
へ
の
対
応
と

い
う
関
連
か
ら
、
制
度
を
存
続
さ
せ

る
よ
う
に
断
固
と
し
て
主
張
し
、
そ

れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
と
強
調
し

た
。
同
じ
く
同
意
し
た
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の

イ
ヴ
・
ラ
ゾ
リ
代
表
は
、「
合
理
的
で

あ
り
比
較
的
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
改

正
内
容
と
な
っ
て
い
る
」
と
評
価
し

て
い
る
。

　

そ
の
一
方
、
改
革
案
に
反
対
し
た

Ｃ
Ｇ
Ｔ
の
エ
リ
ッ
ク
・
オ
ー
バ
ン
執

行
委
員
は
「
今
回
の
合
意
は
失
業
者

に
犠
牲
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、
労

組
と
し
て
は
挫
折
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

抗
議
活
動
は
継
続
し
て
行
う
と
表
明

し
た
。
同
じ
く
合
意
に
異
を
唱
え
た

Ｃ
Ｆ
Ｅ-

Ｃ
Ｇ
Ｃ
の
フ
ラ
ン
ク
・
ミ

ク
ラ
書
記
は
、「
失
業
保
険
制
度
の
財

政
再
建
の
た
め
の
節
減
は
全
て
失
業

者
の
犠
牲
に
よ
る
も
の
で
し
か
な
い
。

Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
の
要
求
は
達
成
さ
れ
た

か
た
ち
だ
」
と
嘆
い
た（
ル
・
ポ
ア
ン

誌
、
二
〇
一
四
年
三
月
二
二
日
）。

　

た
だ
、
今
回
の
制
度
改
正
に
よ
っ

て
実
現
さ
れ
る
財
政
再
建
の
規
模
は

年
間
で
四
億
ユ
ー
ロ
の
歳
出
純
減
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
が
有
力
で
あ

る
。
収
入
増
や
支
出
減
は
八
億
ユ
ー

ロ
と
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、
支
出
増

に
つ
な
が
る
支
給
期
間
の
延
長
制
度

の
導
入
で
、支
出
が
四
億
ユ
ー
ロ
増
加

す
る
こ
と
に
な
る
と
試
算
さ
れ
て
い

る
た
め
で
あ
る（
レ
・
ゼ
コ
ー
紙
な
ど
）。

　

使
用
者
側
の
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
は
、
今

回
の
改
革
は
財
政
面
で
の
バ
ラ
ン
ス

の
取
れ
た
制
度
に
す
る
た
め
の
第
一

歩
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調

し
た
。

舞
台
芸
術
関
係
者
に
よ
る
抗
議
デ
モ

　

舞
台
芸
術
関
係
者
を
対
象
と
す
る

特
別
制
度
改
正
の
た
め
の
議
題
が
Ｍ

Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
か
ら
提
案
さ
れ
、
俎
上
に

上
が
っ
た
時
点（
二
月
二
七
日
）か
ら

抗
議
デ
モ
が
実
施
さ
れ
た
。
労
使
合

意
が
成
立
し
た
三
月
二
〇
日
前
後
に

は
、
パ
リ
の
ガ
ル
ニ
エ
・
オ
ペ
ラ
座

を
封
鎖
す
る
抗
議
行
動
に
発
展
し
た
。

労
使
合
意
後
、
政
府
が
政
令
に
よ
っ

て
承
認
す
る
作
業
を
進
め
て
い
た
四

月
以
降
も
抗
議
活
動
が
続
け
ら
れ
た
。

　

六
月
一
六
日
に
行
わ
れ
た
パ
リ
で

の
デ
モ
に
は
、
約
一
万
人
が
参
加
し

た
と
さ
れ
て
い
る
。
デ
モ
参
加
者
は

政
府
に
対
し
て
、
失
業
保
険
特
別
制

度
の
改
正
に
関
す
る
労
使
合
意
を
承

認
し
な
い
よ
う
求
め
た
。

　

改
正
は
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る

予
定
に
な
っ
て
い
た
が
、
六
月
に

入
っ
て
も
政
府
が
承
認
で
き
る
め
ど

が
た
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
ま
ま

デ
モ
が
継
続
さ
れ
れ
ば
、
七
月
に
開

催
さ
れ
る
ア
ビ
ニ
ョ
ン
演
劇
祭
を
は

じ
め
と
す
る
夏
季
の
各
種
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
な
ど
が
中
止
に
追
い
込
ま

れ
る
可
能
性
が
で
て
き
て
い
た
。
イ

ベ
ン
ト
開
催
地
で
は
地
元
の
経
済
へ

の
影
響
も
懸
念
さ
れ
て
い
た
。

政
府
に
よ
る
譲
歩
措
置
の
提
案

　

政
府
は
こ
う
し
た
抗
議
行
動
に
配

慮
す
る
か
た
ち
で
、
法
案
化
の
過
程

で
柔
軟
な
姿
勢
を
う
か
が
わ
せ
、

ヴ
ァ
ル
ス
首
相
が
六
月
二
〇
日
、
一

連
の
譲
歩
措
置
を
公
表
し
た
。
三
月

二
二
日
の
労
使
合
意
を
尊
重
す
る
必

要
性
を
強
調
し
、
合
意
の
承
認
は
予

定
通
り
行
う
と
説
明
し
た
上
で
、
舞

台
芸
術
関
係
の
非
正
規
労
働
者
問
題

を
全
体
的
に
協
議
し
、
抜
本
的
な
制

度
改
正
を
実
現
す
る
た
め
の
政
労
使

交
渉
を
開
始
す
る
と
予
告
し
た
。
併

せ
て
、
二
〇
一
五
年
か
ら
一
七
年
ま

で
文
化
省
の
創
作
舞
台
芸
術
等
の
関

連
予
算
を
削
減
の
対
象
に
し
な
い
と

も
約
束
し
た
。
ま
た
、
抗
議
す
る
労

働
者
が
特
に
懸
念
し
て
い
る
待
機
期

間
の
設
定
に
つ
い
て
、
六
カ
月
の
時

限
措
置
と
し
て
、
改
正
の
影
響
分
を

国
が
全
額
引
き
受
け
る
と
い
う
約
束

も
盛
り
込
ま
れ
た
（
ル
・
モ
ン
ド
紙
、

二
〇
一
四
年
六
月
二
一
日
）。

　

こ
の
譲
歩
内
容
に
対
し
て
も
、
抗

議
行
動
を
主
導
す
る
Ｃ
Ｇ
Ｔ
は
当
初
、

譲
歩
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
七

月
一
日
か
ら
の
ス
ト
開
始
予
告
を
行

う
方
針
を
示
唆
し
て
い
た
が
、
結
局
、

六
月
二
五
日
に
政
令
（
ア
レ
テ
）（
注
）

が
交
付
さ
れ
官
報
に
掲
載
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
予
定
通
り
七
月
一
日
か

ら
二
年
間
有
効
の
労
使
合
意
と
し
て
、

失
業
保
険
制
度
改
革
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。

［
注
］

A
rrêté du 25 juin 2014 portant agrém

ent de 
la convention du 14 m

ai 2014 relative à 
l'indem

nisation du chôm
age et les textes 

qui lui sont associés
 

( http://w
w

w
.legifrance.gouv.fr/

affichTexte.do?cidTexte=JO
R

FTEX
T0

00029045173&
categorieLien=id)

【
参
考
資
料
】

１ D
em

andeurs d’em
ploi, N

ouvelle 
convention chôm

age : que faut-il 
retenir ?

（
官
報
掲
載
の
政
令
、
政
府
公

共
サ
ー
ビ
ス
サ
イ
ト
参
照
）

 

（http://w
w

w
.service-public.fr/

actualites/003176.htm
l

）

２ Le M
onde, 20/06/2014, Com

m
ent Valls 

veut résoudre la crise des interm
ittents

 

（http://w
w

w
.lem

onde.fr/culture/
article/2014/06/20/com

m
ent-m

anuel-
valls-veut-resoudre-la-crise-des-
interm

ittents_4441918_3246.htm
l

３ L
e Point, 22/03/2014, A

ssurance-
chôm

age: un accord qui ne satisfait pas 
tout le m

onde
 

( http://w
w

w
.lepoint.fr/econom

ie/
assurance-chom

age-un-accord-qui-ne-
satisfait-pas-tout-le-m

onde-22-03- 
2014-1804091_28.php)

４ 

Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：A

ccord 
N

ational Interprofessionnel du 22 M
ars 

2014, R
elatif A

 L’indem
nisation du 

C
hom

age
 

( http://w
w

w.unedic.org/sites/default/files/
ani_rac_du_22_m

ars_2014_final.pdf)

５ 

Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：

Prévisions financières de l'A
ssurance 

chôm
age pour les années 2014 et 2015 

(M
ai 2014)

 
( http://w

w
w

.unedic.org/actualite/
previsions-financieres-de-l-assurance-
chom

age-pour-les-annees-2014-et-
2015-m

ai-2014-7139)

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
最
終
閲
覧
：
二
〇

一
四
年
七
月
一
五
日
）

（
国
際
研
究
部
）
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朴
槿
恵
政
権
が
、
重
要
な
政
策
目

標
の
ひ
と
つ
と
し
て
定
め
て
い
る
就

業
率
の
七
〇
％
達
成
―
―
。
し
か
し
、

最
近
の
統
計
を
見
て
も
就
業
率
は
六

〇
・
九
％
（
二
〇
一
四
年
六
月
時
点  

統
計
庁
）
と
目
標
達
成
に
は
ま
だ
遠

い
。

　

韓
国
の
就
業
率
が
低
い
原
因
は
女

性
の
就
業
率
の
低
さ
に
あ
る
。六
〇
・

九
％
の
内
訳
を
見
る
と
、男
性
七
一
・

八
％
、
女
性
五
〇
・
四
％
と
な
っ
て

い
る
。
目
標
達
成
の
た
め
、
朴
槿
恵

政
権
は
政
策
の
対
象
を
主
に
女
性
に

合
わ
せ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

女
性
の
就
業
率
は
、
一
九
九
五
年
四

七
・
六
％
、
二
〇
〇
五
年
四
七
・
七
％
、

二
〇
一
〇
年
四
六
・
八
％
と
ほ
と
ん

ど
同
水
準
で
推
移
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
中
、
女
性
の
雇
用
政
策

に
対
し
て
は
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が

必
要
だ
と
す
る
意
見
も
出
始
め
て
い

る
。韓

国
労
働
研
究
院
の
論
文
よ
り

　

韓
国
労
働
研
究
院
（
Ｋ
Ｌ
Ｉ
）
が

二
〇
一
四
年
六
月
に
公
表
し
た
論
文

の
概
要
を
紹
介
す
る
。

　

韓
国
の
女
性
の
就
業
率
を
グ
ラ
フ

に
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
Ｍ
字
曲
線
を

描
く
。
結
婚
、
妊
娠
、
出
産
、
育
児

の
た
め
、
女
性
が
労
働
市
場
か
ら
離

れ
て
し
ま
う
経
歴
断
絶
（
キ
ャ
リ
ア

ブ
レ
ー
ク
）
が
起
こ
り
、
こ
れ
が
女

性
の
就
業
率
を
引
き
下
げ
る
核
心
的

要
因
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
女
性
雇

用
政
策
も
、
こ
の
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー

ク
を
緩
和
す
る
こ
と
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
結
婚
、

妊
娠
、
出
産
、
育
児
に
よ
る
女
性
の

負
担
を
い
か
に
し
て
軽
減
し
て
い
く

か
に
多
く
の
努
力
が
傾
け
ら
れ
て
き

た
。

　

た
と
え
ば
、
保
育
費
を
政
府
が
負

担
す
る
無
償
保
育
制
度
が
二
〇
一
三

年
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
仕
事

と
家
庭
の
両
立
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン

の
も
と
、
時
間
制
勤
務
や
柔
軟
勤
務

の
積
極
的
な
活
用
が
促
進
さ
れ
て
き

た
。
こ
れ
ら
の
政
策
が
、
一
定
の
成

果
を
上
げ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
キ
ャ
リ
ブ
レ
ー
ク
の
時
期
に

当
た
る
三
〇
歳
代
女
性
の
就
業
率
に

は
過
去
一
〇
年
間
ほ
と
ん
ど
変
化
が

み
ら
れ
な
い
（
表
１
）。

□
女
性
労
働
者
の
需
要
分
野

　

こ
れ
ま
で
政
府
が
推
進
し
て
き
た

政
策
は
、
女
性
の
負
担
を
軽
減
す
る

こ
と
で
就
業
を
促
進
す
る
、
す
な
わ

ち
、
女
性
労
働
の
供
給
を
図
ろ
う
と

す
る
「
供
給
中
心
」
の
政
策
で
あ
っ

た
。
女
性
人
材
の
受
け
入
れ
に
対
し

て
、
企
業
側
に
そ
れ
な
り
の
弾
力
性

が
あ
れ
ば
、
そ
の
効
果
も
望
め
る
が
、

過
去
一
〇
年
間
を
振
り
返
れ
ば
、
確

か
に
女
性
就
業
者
は
一
一
三
万
人
増

加
し
た
が
、そ
の
う
ち
の
七
四
・
六
％

に
相
当
す
る
八
四
万
三
〇
〇
〇
人
は
、

保
健
福
祉
産
業
で
の
増
加
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
製
造
業
、
卸
小
売

業
、
飲
食
宿
泊
業
で
は
、
む
し
ろ
女

性
就
業
者
数
は
一
〇
万
人
程
減
少
し

て
い
る
。
保
健
福
祉
産
業
の
多
く
が

政
府
の
支
援
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
八
四
万
三
〇

〇
〇
人
の
増
加

を
、
企
業
の
需

要
に
起
因
す
る

と
考
え
る
こ
と

は
難
し
い
。
言

い
換
え
る
な
ら
、

女
性
就
業
率
の

上
昇
に
、
公
共

サ
ー
ビ
ス
、
教

育
サ
ー
ビ
ス
、

保
健
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
の
分
野

の
需
要
を
除
外

し
て
考
え
る
こ

と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に

な
る
。

□
キ
ャ
リ
ア
ブ 

　

レ
ー
ク
の
決 

　

定
要
因

　

次
に
本
論
文

で
は
、
キ
ャ
リ

ア
ブ
レ
ー
ク
の

側
面
か
ら
も
言

及
し
て
い
る
。

　

高
学
歴
の
女

性
に
つ
い
て
言

え
ば
、
配
偶
者

の
所
得
が
比
較

的
高
い
た
め
、

一
旦
労
働
市
場

か
ら
抜
け
る
と
、
再
び
戻
ら
な
い
傾

向
が
あ
る
。
彼
女
た
ち
が
職
場
に
い

る
数
年
間
に
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
が

形
成
さ
れ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
キ
ャ

リ
ア
ブ
レ
ー
ク
の
有
無
が
決
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
本
論
文
の
主
張
す

る
と
こ
ろ
は
、
自
分
の
未
来
と
自
分

の
職
場
に
希
望
が
持
て
れ
ば
、
簡
単

に
は
経
歴
を
放
棄
し
な
い
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
結
婚
、
妊
娠
、
出

産
、
育
児
は
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー
ク
の

原
因
と
い
う
よ
り
も
、
ひ
と
つ
の

き
っ
か
け
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー
ク
を
防
ぐ
た
め
に

は
、
二
〇
歳
代
の
女
性
に
対
す
る
昇

進
、
昇
給
に
お
け
る
差
別
を
解
消
し
、

訓
練
等
に
お
け
る
機
会
を
均
等
に
す

る
な
ど
の
対
策
が
必
要
だ
と
し
、
そ

の
た
め
政
府
は
、
差
別
の
な
い
人
事

制
度
の
導
入
や
会
社
文
化
の
改
善
の

た
め
に
、
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
結
論
づ
け
て

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
本
論
文
は
、
女
性

の
就
業
率
向
上
の
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
政
府
の
政
策
に
は
限
界
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の

新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
求
め
て
い
る
。

韓
国
女
性
政
策
研
究
院
の
調

査
結
果
よ
り

　

次
に
紹
介
す
る
も
の
は
、
韓
国
女

性
政
策
研
究
院（
注
）が
二
〇
一
三
年

末
に
公
表
し
た
調
査
結
果
（「
女
性

管
理
職
パ
ネ
ル
調
査
」）
で
あ
る
。

以
下
に
そ
の
一
部
を
抜
粋
し
て
要
約

す
る
。

□
制
度
の
充
実
・
雰
囲
気
の
広
が
り

　

本
調
査
は
従
業
員
数
一
〇
〇
人
以

上
の
企
業
に
勤
務
す
る
女
性
管
理
職

（
代
理
ク
ラ
ス
を
含
む
）
約
二
〇
〇

〇
人
を
対
象
に
、
二
〇
〇
七
年
、
二

〇
〇
八
年
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
一

韓　

国

キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー
ク
の
緩
和
が
焦
点 

―
―
女
性
雇
用
政
策

表１　女性の年代別就業率

年
年齢

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

15歳～ 19歳 8.8 7.3 7.0 5.9 7.2 7.4 8.1 7.8 8.3 8.6

20歳～ 29歳 59.4 59.6 59.1 57.9 57.6 57.6 57.9 57.8 57.9 59.7

30歳～ 39歳 54.6 54.5 55.5 54.0 53.1 54.1 54.1 55.7 56.1 56.7

40歳～ 49歳 63.0 64.3 64.6 64.8 63.1 64.4 64.5 64.6 64.6 65.2

50歳～ 59歳 52.5 52.5 54.0 55.5 54.9 56.2 57.6 59.0 59.7 61.2

60歳以上 24.1 25.3 25.1 24.5 22.0 22.4 23.1 29.1 24.8 31.9

総　合 47.7 48.0 48.0 47.5 46.2 46.8 47.2 48.8 48.0 50.4

（単位：％）

資料出所：統計庁のデータを基に作成。2014年は6月時点のもの。
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二
年
の
四
次
に
わ
た
っ
て
実
施
し
た

パ
ネ
ル
調
査
で
あ
る
。

　

女
性
管
理
職
に
、
現
在
の
職
場
に

お
け
る
産
休
制
度
、
育
児
休
業
制
度

等
を
は
じ
め
と
し
た
母
性
保
護
の
制

度
の
整
備
状
況
に
つ
い
て
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
四
次
調
査
時
点
で
、
産
休
制

度
に
つ
い
て
は
九
八
％
が
、
育
児
休

業
制
度
に
つ
い
て
は
九
二
％
が
「
制

度
あ
り
」
と
回
答
し
て
い
る
。
産
休

制
度
、
育
児
休
業
制
度
に
つ
い
て
は
、

ほ
ぼ
整
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
他
、
保
育
費
支
援

制
度
に
つ
い
て
は
、「
制
度
あ
り
」
と

い
う
回
答
が
年
次
を
経
る
ご
と
に
増

え
、
二
〇
一
二
年
次
調
査
で
四
二
・

九
％
に
達
し
た
。
こ
の
よ
う
に
働
く

母
親
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
制
度
は
年
々

充
実
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
制
度
に
つ

い
て
、
実
際
に
職
場
に
お
い
て
活
用

し
易
い
か
否
か
と
い
う
質
問
に
対
し

て
は
、
四
次
調
査
時
点
で
、
産
休
制

度
に
つ
い
て
は
九
五
％
（
一
次
調
査

で
は
九
〇
％
）
が
、
育
児
休
業
制
度

に
つ
い
て
は
七
二
％
（
同
五
六
％
）

が
「
制
度
の
利
用
は
容
易
で
あ
る
」

と
答
え
て
い
る
。
母
性
保
護
を
当
然

の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
、
い
わ

ゆ
る
組
織
文
化
と
い
っ
た
も
の
が
形

成
さ
れ
、
定
着
し
て
き
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
配
偶
者
の
協
力
に
つ
い
て

も
、「
配
偶
者
が
子
育
て
に
関
与
す

る
」
と
回
答
し
た
率
は
、
二
次
調
査

で
四
八
％
、
四
次
調
査
で
五
五
％
と

高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
共
働
き
世
帯

を
中
心
に
、
育
児
に
参
加
す
る
父
親

が
増
え
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

□
女
性
側
の
意
識

　

以
上
の
調
査
結
果
か
ら
言
え
る
こ

と
は
、
働
く
母
親
を
支
援
す
る
制
度

は
整
い
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
と
い

う
社
会
的
雰
囲
気
も
年
々
広
が
り
を

み
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
本
調
査
で
は
女
性
管
理

職
に
対
す
る
差
別
に
つ
い
て
も
尋
ね

て
い
る
。
職
場
で
差
別
を
受
け
た
経

験
の
あ
る
者
は
ほ
ぼ
四
割
に
達
し
、

ど
の
よ
う
な
差
別
を
経
験
し
た
か
と

い
う
質
問
に
対
し
て
は
「
昇
進
、
昇

給
の
差
別
」
と
い
う
回
答
が
四
割
程

度
で
、
い
ち
ば
ん
高
か
っ
た
。

　

差
別
を
受
け
た
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
る
こ
と
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
男

性
中
心
の
組
織
文
化
で
あ
る
た
め
」

と
彼
女
た
ち
は
考
え
て
お
り
、「
女
性

の
仕
事
能
力
の
不
足
」
と
考
え
る
者

は
も
っ
と
も
少
数
（
二
％
程
度
）
で

あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
従
業
員
」「
上
司
」「
職
務
」

「
職
場
環
境
」「
賃
金
」
の
項
目
の
う

ち
、
も
っ
と
も
満
足
度
が
高
い
も
の

は
ど
れ
か
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
は
、

一
次
調
査
か
ら
四
次
調
査
ま
で
一
貫

し
て
「
賃
金
」
が
最
低
で
あ
る
。
更

に
、
職
場
を
変
わ
っ
た
こ
と
の
あ
る

人
（
転
職
経
験
の
あ
る
人
）
に
対
す

る
質
問
で
、
以
前
の
職
場
を
辞
め
た

理
由
を
聞
い
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
回
答
が
あ
っ
た
中
で
「
労
働
条
件

に
不
満
」
と
い
う
回
答
が
も
っ
と
も

多
く
、
四
次
調
査
で
五
四
・
四
％
に

上
っ
て
お
り
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立

の
難
し
さ
を
理
由
に
退
職
し
た
と
考

え
ら
れ
る
回
答
は
少
数
で
あ
っ
た

（
表
２
）。
な
お
、
企
業
の
全
管
理

職
者
数
に
占
め
る
女
性
管
理
職
者
数

の
比
率
は
、
一
次
調
査
時
点
の
七
・

八
％
か
ら
四
次
調
査
時
点
の
一
一
％

と
増
加
し
て
い
る
。

□
コ
ア
人
材
た
る
女
性
管
理
職
の
育

成
を

　

以
上
は
調
査
結
果
の
概
要
の
一
部

だ
が
、
本
調
査
に
お
い
て
も
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
母
性
保
護
の
制
度

も
整
い
、
職
場
で
は
仕
事
と
家
庭
を

両
立
さ
せ
る
た
め
の
意
識
も
広
が
り

を
み
せ
て
い
る
。
そ
し
て
家
庭
内
に

お
い
て
も
配
偶
者
に
よ
る
育
児
の
協

力
が
得
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
女
性
の

キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー
ク
の
原
因
を
「
結

婚
、
妊
娠
、
出
産
、
育
児
」
の
み
に

求
め
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
。
本
調

査
結
果
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、

離
職
の
理
由
と
し
て
は
、
む
し
ろ
仕

事
の
内
容
や
賃
金
、
昇
進
・
昇
給
と

い
っ
た
労
働
条
件
を
あ
げ
て
い
る
方

が
上
回
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
本
調
査
で
は
、
昇
進
に
つ

い
て
の
分
析
も
行
っ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
る
と
、
課
長
ク
ラ
ス
か
ら
次
長

ク
ラ
ス
に
か
け
て
の
昇
進
に
お
い
て
、

女
性
は
男
性
と
比
べ
て
昇
進
率
が
低

下
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

女
性
管
理
職
は
、
こ
の
段
階
に
お
い

て
本
格
的
な
グ
ラ
ス
シ
ー
リ
ン
グ
を

経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

グ
ラ
ス
シ
ー
リ
ン
グ
の
問
題
は
、

ま
さ
に
企
業
の
人
事
慣
行
に
お
け
る

構
造
的
な
制
約
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
と
本
調
査
は
指
摘
し
て
い
る
。
そ

し
て
最
後
に
、
ま
と
め
と
し
て
次
の

よ
う
に
指
摘
す
る
。

　

企
業
内
で
キ
ャ
リ
ア
ブ
レ
ー
ク
な

し
に
女
性
の
雇
用
を
維
持
し
、
コ
ア

人
材
た
る
管
理
職
と
し
て
育
成
す
る

た
め
対
策
を
、
こ
れ
ま
で
企
業
は
疎

か
に
し
て
き
た
―
―
と
。

［
注
］

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
に
向
け
、
女

性
の
権
利
、
女
性
の
社
会
参
加
、
ジ
ェ

ン
ダ
ー
問
題
等
女
性
政
策
全
般
に
つ
い

て
、
調
査
、
研
究
、
政
策
提
言
を
行
っ

て
い
る
政
府
系
の
シ
ン
ク
タ
ン
ク
（
一

九
八
三
年
設
立
）。

【
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表２　以前の職場を辞めた理由

理　由
1次調査

（2007年）
4次調査

（2012年）

労働条件に不満 27.5 54.4

差別を受けた 2.0 1.1

専攻、知識、技術、能力等が合わない 3.2 7.7

職場の休／廃業等会社の理由 9.4 4.4

勧告辞職、早期退職等 2.3 1.1

契約満了 2.0 1.1

結婚 1.6 5.2

出産、育児や子供の学習活動の支援のため 2.6 1.9

会社内での人間関係が原因によるストレス 1.9 3.3

生活の余裕、余暇のため 2.0 3.6

健康問題 2.3 2.2

通勤距離、時間の問題 0.8 0.8

その他 42.5 13.2

（単位：％）

資料出所：「2013年女性管理職パネル調査」（韓国女性政策研究院）


